

　役員等の名簿


法人の役員等（政令に定める使用人及び法定代理人、並びに業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者で、相談役顧問その他いかなる名称を有する物であるかを問わず、法人に対し業務を執行する役員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）
は、次のとおりです。

	№
	役職等
	氏　　名
	生年月日
	住　　　　所
	摘　要

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



※　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条の７に定める使用人とは、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
１　本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）
２　前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
